
責任等級制度の考え方と手法 
ⅠⅠⅠⅠ．
．．
．責任等級制度の考え方 

定   義 基 本 的 考 え 方 基本メカニズム 

  「仕事」あるいは「成果」に対する 

 「責任」を機軸とする。 

① 「従業員に要求する仕事の成果」を 

  個々に把握して責任を明確にする。 

② それが、組織機構の中でどの責任段 

 階に該当するかを人事権に基づき、こ 

 れを判断し等級に格付ける。 

 

１． 従業員の仕事の「目的」を捉え､組 

 織の一員としてその目的遂行のため 

 に求められる職務或いは成果に対す 

 る「責任」の内容を明確化させる。 

（各担当者やチームに求められる基本 

 的な任務はなにか、経営＜組織＞と 

 して最終的にどのような成果を実現 

 することが要求されているか。） 

２． 能動的に把握した各人の「任 

 務」が組織のどの「責任段階」 

 にあるかを分類、評価して会社 

 の主軸である「責任等級」に格 

 付する。（これらの任務の中で、 

 実際にどんな具体的成果を実現 

 したか各人の業績を評価して賃 

 金や賞与を決める。） 

 

 ① 仕事の目的と具体的任務＝責任が明確 

  になる → 従業員に期待し要求する「 

  能力」も決まる。 

 ② 潜在的な「保有能力」があるとしても 

  結果が出なくては評価できない。 

   結果を出し、継続的であれば周囲も「 

  キャリア」「実力」を認めざるを得ない。 

  （「発揮能力」→結果能力を評価する。） 

 

ⅡⅡⅡⅡ．
．．
．責任等級制度の賃金体系のポイント 

責任等級の格付基準の設定の手順（例） 検 討 事 項 

  ① 現状の職位と役割責任を書き出し、整理する。 

  ② 期待要求する役割責任を付加する。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 １．賃金決定の基準は責任の遂行度に置く。 

 ２．昇格の考え方を変える。 

     （昇格同時昇給はしない。） 

 ３．職員をグループに分け、等級制度に分類する。 

 ４．管理職、専門職等の区分の要否を検討する。 

 

ⅡⅡⅡⅡ．
．．
．責任等級賃金表のメカニズム 

段 階 接 近 法 ターゲット給 昇格同時昇給の廃止 

  評価による号俸の昇給基準は、下位の賃金ゾーンでは 

昇給幅を大きく取り、上位の賃金ゾーンに移るに従がい 

段階的に昇給幅を抑制し最終的にそのゾーンの最上位の 

「ターゲット給」に達したら昇給を停止する。 

 

   年齢による昇給抑制ではなく、役割責任に応じ同 

 等級内の中に年次的賃金ゾーンを設け、評価昇給号 

 俸数を縮減するものでその切り替え設定の限界値を 

 いう。 

 

  職能資格制度では、昇格即昇給となるが、結果の 

 伴なっていない見込み昇給である。 

  役割責任等級制度では等級の変更(昇格)はする 

 が、昇給は結果を評価してからとなる。 
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 階層   等級   代表職位        主な責任         具体的役割責任 

 
 実務   Ⅰ   一般職    定型業務を忠実に実行        （書き出す。） 

 管理   Ⅳ   監督推進職  自己・チームの目標を設定、実行    （書き出す。） 


